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敦賀発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書 

 

  核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3の 24 第 1 項の

規定により，下記のとおり保安規定の変更の認可を申請いたします。 

 

記 

 

１．変更内容 

  昭和 44 年 9 月 19 日付 44 原第 4931 号をもって認可を受け，別紙のとおり変更認

可を受けた敦賀発電所原子炉施設保安規定の記述を，別添の敦賀発電所原子炉施設

保安規定変更前後比較表（第２編２号炉及び添付（第２編２号炉））の変更後欄の

とおり変更する。（ただし，下線及び変更箇所表示部は含まない。） 

 



２．変更の理由 

（１）２号炉の重大事故等対処設備の設置及び体制の整備等に伴う変更 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正に伴い，２号

炉の重大事故等対処設備の設置及び体制の整備等を行うため，関連する原子炉

施設保安規定条文の変更及び新規条文を追加する。 

・第２０３条（品質保証計画） 

・第２０５条（保安に関する職務） 

・第２０７条（原子炉施設保安運営委員会） 

・第２０９条（原子炉主任技術者の職務等） 

・第２１１条（構成及び定義） 

・第２１２条（原子炉の運転員等の確保）【条文名称変更含む】 

・第２１３条（巡視点検） 

・第２１４条（手順の作成） 

・第２１７条（火災発生時の体制の整備）【条文名称変更含む】 

・第２１７条の２（内部溢水発生時の体制の整備）【条文名称変更含む】 

・第２１７条の３（その他自然災害発生時等の体制の整備）【新規追加】 

・第２１７条の４（資機材等の整備）【新規追加】 

・第２１７条の５（重大事故等発生時の体制の整備）【新規追加】 

・第２１７条の６（大規模損壊発生時の体制の整備）【新規追加】 

・第２１８条の２（原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁の施錠管理） 

【新規追加】 

・第２２２条（制御棒動作機能） 

・第２２７条（化学体積制御系（ほう酸濃縮機能）） 

・第２３３条（計測及び制御設備） 

・第２３７条（１次冷却系－モード４－） 

・第２３８条（１次冷却系－モード５（１次冷却系満水）－） 

・第２３９条（１次冷却系－モード５（１次冷却系非満水）－） 

・第２４０条（１次冷却系－モード６（キャビティ高水位）－） 

・第２４１条（１次冷却系－モード６（キャビティ低水位）－） 



・第２４３条（加圧器安全弁） 

・第２４４条（加圧器逃がし弁） 

・第２４６条（１次冷却材漏えい率） 

・第２５０条（蓄圧タンク） 

・第２５１条（非常用炉心冷却系－モード１，２及び３－） 

・第２５２条（非常用炉心冷却系－モード４－） 

・第２５３条（燃料取替用水タンク） 

・第２５４条（ほう酸注入タンク） 

・第２５６条（原子炉格納容器スプレイ系） 

・第２５７条（アニュラス空気浄化系） 

・第２５９条（主蒸気安全弁） 

・第２６０条（主蒸気隔離弁） 

・第２６２条（主蒸気逃がし弁） 

・第２６３条（補助給水系） 

・第２６４条（復水タンク） 

・第２６５条（原子炉補機冷却水系） 

・第２６６条（原子炉補機冷却海水系） 

・第２６６条の２（放水ピット逆流防止設備）【新規追加】 

・第２６７条（制御用空気系）【新規追加】 

・第２６８条（中央制御室非常用循環系）【条番号変更含む】 

・第２６９条（安全補機室空気浄化系）【条番号変更含む】 

・第２７０条（燃料取扱棟空気浄化系）【条番号変更含む】 

・第２７１条（外部電源）【新規追加】 

・第２７２条（ディーゼル発電機－モード１，２，３及び４－） 

・第２７３条（ディーゼル発電機－モード１，２，３及び４以外－） 

・第２７４条（ディーゼル発電機の燃料油，潤滑油及び始動用空気） 

・第２７５条（非常用直流電源－モード１，２，３及び４－） 

・第２７６条（非常用直流電源－モード５，６及び照射済燃料移動中－） 

・第２８０条（原子炉キャビティ水位）【条文名称変更含む】 



・第２８１条（原子炉格納容器貫通部）【条文名称変更含む】 

・第２８３条（重大事故等対処設備）【新規追加】 

・第２８４条（１次冷却系の耐圧・漏えい検査の実施）【条番号変更含む】 

・第２８５条（安全注入系逆止弁漏えい検査の実施）【条番号変更含む】 

・第２８６条（運転上の制限の確認）【条番号変更含む】 

・第２８７条（運転上の制限を満足しない場合）【条番号変更含む】 

・第２８８条（予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合） 

【条番号変更含む】 

・第２８９条（運転上の制限に関する記録）【条番号変更】 

・第２９０条（異常時の基本的な対応）【条番号変更】 

・第２９１条（異常時の措置）【条番号変更】 

・第２９２条（異常収束後の措置）【条番号変更含む】 

・第３０１条（新燃料の貯蔵） 

・第３０２条（燃料の検査） 

・第３０３条（燃料の取替等） 

・第３０６条（使用済燃料の貯蔵） 

・第３０７条（使用済燃料の運搬） 

・第３１３条（管理区域の設定及び解除） 

・第３１４条（管理区域内における区域区分） 

・第３１８条（保全区域） 

・第３２８条（保守管理計画） 

・第３２８条の２（原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期保

守管理方針） 

・第３２９条（原子力防災組織） 

・第３３９条（所員への保安教育） 

・第３４０条（協力企業従業員への保安教育） 

・第３４１条（記録） 

・第３４２条（報告） 

・添付２－１ 異常時の運転操作基準（第２９１条関連） 



・添付２－２ 火災，内部溢水及び自然災害対応等に係る実施基準（第２１

７条，第２１７条の２及び第２１７条の３関連）【新規追加】 

・添付２－３ 重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準（第２１７条

の５及び第２１７条の６関連）【新規追加】 

・添付２－４ 管理区域図（第３１３条及び第３１４条関連） 

【添付番号変更】 

・添付２－５ 保全区域図（第３１８条関連）【添付番号変更】 

 

（２）記載の適正化に伴う変更 

２号炉の重大事故等対処設備の設置及び体制の整備等に伴う保安規定の変

更に合わせ，記載の適正化を行う。 

・第２１１条の２（原子炉の運転期間） 

・第２５５条（原子炉格納容器） 

・第２５６条（原子炉格納容器スプレイ系） 

・第２７２条（ディーゼル発電機－モード１，２，３及び４－） 

・第２８１条（原子炉格納容器貫通部） 

・第２８５条（安全注入系逆止弁漏えい検査の実施） 

・第３２８条（保守管理計画） 

・第３２９条（原子力防災組織） 

・第３３５条（非常事態の宣言） 

・第３４０条（協力企業従業員への保安教育） 

・添付２－１ 異常時の運転操作基準（第２９１条関連） 

 

３．施行期日 

（１）この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

（２）本規定施行の際，使用前検査の対象となる規定（第３項を除く。）について

は，原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時の工事の工程にお

ける各原子炉施設に係る使用前検査終了日から適用することとし，それまでの

間は従前の例による。 



（３）第２８３条（重大事故等対処設備）のうち，原子炉下部キャビティ水位監視

装置に係る規定については，原子炉の運転モード５の期間における使用前検査

終了日から適用する。 

（４）第２１２条（原子炉の運転員等の確保），第２１７条（火災発生時の体制の

整備），第２１７条の２（内部溢水発生時の体制の整備），第２１７条の３（そ

の他自然災害発生時等の体制の整備），第２１７条の５（重大事故等発生時の

体制の整備）及び第２１７条の６（大規模損壊発生時の体制の整備）について

は，原子炉に燃料を装荷するまでに，各体制が整備されたことを所長が確認し

た日から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

（５）本規定施行後，２号炉の初回の原子炉起動前までに，第２１７条の５（重大

事故等発生時の体制の整備）第４項(2)に定める成立性の確認訓練を実施する。 

 

以 上 
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別 紙 

敦賀発電所原子炉施設保安規定変更認可の経緯 

 

 認   可   年   月   日 認   可   証   番   号 

1 昭和45年 5月18日 4 5 原 第 2 7 3 7 号 

2 昭和45年 9月26日 4 5 原 第 6 1 9 6 号 

3 昭和47年12月28日 4 7原第 1 1 5 8 0号 

4 昭和48年 5月17日 4 8 原 第 4 8 7 1 号 

5 昭和48年 7月 6日 4 8 原 第 5 8 3 2 号 

6 昭和50年 3月13日 5 0 原 第 1 8 0 0 号 

7 昭和50年12月27日 5 0原第 1 0 3 3 4号 

8 昭和51年 5月28日 5 1 安 第 3 2 3 7 号 

9 昭和52年 5月31日 52安(原規)第127号 

10 昭和52年10月27日 52安(原規)第281号 

11 昭和53年 1月26日 53安(原規)第15号 

12 昭和53年 3月15日 53安(原規)第97号 

13 昭和53年10月 6日 53安(原規)第249号 

14 昭和53年12月 8日 53安(原規)第353号 

15 昭和54年 7月10日 5 4資庁第83 4 8号 

16 昭和54年11月20日 54資庁第14817号 

17 昭和55年 5月22日 5 5資庁第64 2 8号 

18 昭和55年 8月29日 55資庁第10600号 

19 昭和56年 8月20日 56資庁第10448号 

20 昭和56年11月24日 56資庁第13059号 

21 昭和57年 4月24日 5 7資庁第54 6 4号 

22 昭和57年 7月31日 57資庁第10881号 

23 昭和57年11月 8日 57資庁第15754号 

24 昭和58年 3月 2日 5 8資庁第30 8 5号 

25 昭和58年 6月20日 5 8資庁第79 4 9号 

26 昭和58年 8月29日 58資庁第11324号 

27 昭和58年12月14日 58資庁第15522号 

28 昭和59年 6月27日 5 9資庁第79 0 1号 

29 昭和60年 3月13日 6 0資庁第20 8 8号 

30 昭和60年 6月24日 6 0資庁第85 4 5号 

31 昭和61年 4月11日 6 1資庁第34 7 1号 

32 昭和61年 6月19日 6 1資庁第80 1 8号 



-ii- 

 認   可   年   月   日 認   可   証   番   号 

33 昭和62年 1月23日 61資庁第17799号 

34 昭和62年 2月14日 6 2資庁第10 7 5号 

35 昭和62年 5月26日 6 2資庁第52 7 3号 

36 昭和63年 2月 4日 62資庁第16314号 

37 昭和63年12月26日 63資庁第13123号 

38 平成元年 3月31日 元資庁第34 9 9号 

39 平成 2年 3月23日 2 資 庁 第 1 8 7 8 号 

40 平成 3年 6月25日 3 資 庁 第 6 9 2 3 号 

41 平成 3年12月 6日 3資庁第113 7 0号 

42 平成 4年10月19日 4 資 庁 第 9 7 4 1 号 

43 平成 6年 6月14日 6 資 庁 第 6 3 7 3 号 

44 平成 8年 1月19日 7資庁第143 5 1号 

45 平成 8年 5月21日 8 資 庁 第 3 2 0 6 号 

46 平成 8年 6月25日 8 資 庁 第 6 6 6 3 号 

47 平成 8年12月20日 8資庁第116 5 9号 

48 平成 9年 3月 3日 平成09･02･14資第 9号 

49 平成 9年11月18日 平成09･10･07資第 7号 

50 平成12年 6月26日 平成12･06･12資第 8号 

51 平成13年 1月 5日 平成12･08･31資第12号 

52 平成13年 2月23日 平成13･02･15原第14号 

53 平成13年 3月30日 平成13･03･23原第24号 

54 平成13年 6月28日 平成13･05･31原第31号 

55 平成13年10月29日 平成13･09･26原第 7号 

56 平成14年 2月14日 平成14･01･18原第19号 

57 平成14年 5月27日 平成14･04･25原第 2号 

58 平成14年 9月17日 平成14･08･05原第13号 

59 平成15年 2月19日 平成15･01･16原第11号 

60 平成15年 4月24日 平成15･04･10原第 5号 

61 平成15年 6月 4日 平成15･05･29原第 5号 

62 平成15年10月20日 平成15･09･17原第 5号 

63 平成16年 5月20日 平成15･12･19原第43号 

64 平成16年 6月 7日 平成16･05･24原第13号 

65 平成17年 3月30日 平成17･03･04原第 5号 

66 平成17年 4月21日 平成17･04･04原第15号 

67 平成17年 8月25日 平成17･08･11原第10号 



-iii- 

 認   可   年   月   日 認   可   証   番   号 

68 平成18年 2月22日 平成18･01･27原第19号 

69 

70 

平成18年 6月30日 

平成18年12月12日 

平成18･06･12原第22号 

平成18･11･22原第 9号 

71 平成19年 9月 6日 平成19･07･31原第24号 

72 平成19年 9月 7日 平成19･07･31原第22号 

73 平成19年12月13日 平成19･09･28原第42号 

平成19･11･30原第 6号 

74 平成20年 8月22日 平成20･07･11原第16号 

75 平成20年12月12日 平成20･10･31原第19号 

76 平成21年 3月26日 平成21･03･13原第32号 

77 平成21年 5月13日 平成21･04･16原第52号 

78 平成21年 6月29日 平成21･06･08原第 2号 

79 平成21年 9月 3日 平成21･02･19原第18号 

80 平成21年10月 5日 平成21･08･21原第18号 

81 平成21年11月16日 平成21･10･15原第22号 

82 平成22年 2月 8日 平成22･01･05原第 7号 

83 平成22年 5月20日 平成22･04･12原第 1号 

84 平成23年 5月 6日 平成23･04･08原第38号 

85 平成23年 5月11日 平成23･04･21原第13号 

86 平成24年 1月30日 平成23･12･14原第 4号 

87 平成24年 6月21日 平成24･05･28原第 1号 

88 平成24年 9月 6日 2 0 1 2 0 7 2 5原第 1 4号 

89 平成25年 6月28日 原管 B 収第130107002号 

90 平成26年 1月28日 原管 B 発第1401283号 

91 平成26年 6月24日 原規規発第1406243号 

92 平成27年 6月22日 原規規発第1506225号 

 



 

別添 

 

 

 

敦賀発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

（第２編２号炉及び添付（第２編２号炉）） 
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踏
ま

え
た

職
務

の
追

加
 

               

- 3 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

  

                                  新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

職
務

の
追

加
 

   

- 4 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

  

                   新
規
制
基
準
を
踏
ま
え
た
設
備
管
理
，

運
用
管
理
の
反
映
 

  

- 5 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

   

  

              条
番
号
の
変
更
 

  条
番
号
の
変
更
 

項
番
号
の
変
更
 

            新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

原
子

炉
主

任
技
術
者
の
確
認
項
目
の
追
加
 

          条
番
号
の
変
更
 

 条
番
号
の
変
更
 

   

- 6 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

       新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

原
子

炉
主

任
技
術
者
の
確
認
項
目
の
追
加
 

           条
番
号
の
変
更
 

  条
番
号
の
変
更
 

  条
番
号
の
変
更
 

 条
番
号
の
変
更
 

            条
番
号
の
変
更
 

- 7 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 

                新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

原
子

炉
主

任
技
術
者
の
確
認
記
録
の
追
加
 

番
号
の
変
更
 

- 8 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                             新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

定
義

の
追

加
 

       

- 9 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                   記
載
の
適
正
化
（
読
替
を
追
加
）
 

     

- 10 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

      条
文
名
称
の
変
更
 

           新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
用

の
明

確
化
 

重
大

事
故

等
対

応
要

員
の

管
理

に
つ

い
て
記
載
 

重
大

事
故

等
対

応
要

員
の

成
立

性
確

認
訓
練
に
関
す
る
運
用
を
記
載
 

      

- 11 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

        重
大

事
故

等
の

対
応

に
伴

う
適

用
期

間
及
び
要
員
数
の
変
更
 

     重
大

事
故

等
の

対
応

に
伴

う
適

用
期

間
の
変
更
 

   重
大

事
故

等
の

対
応

に
伴

う
重

大
事

故
等

対
策

要
員

の
常

時
確

保
す

る
人

数
を
反
映
 

   

注
）
下
線
及
び

変
更
箇
所

表
示
部

は
改
正
事
項
に

含
ま
な
い

。
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 
 

         重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

巡
視

点
検

に
つ
い
て
運
用
の
明
確
化
 

         重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

巡
視

点
検

に
つ
い
て
運
用
の
明
確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

巡
視

点
検

に
つ
い
て
運
用
の
明
確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

巡
視

点
検

に
つ
い
て
運
用
の
明
確
化
 

 

- 13 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
  

 

 
 

       新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

主
語

の
変

更
 

          新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
用

の
追

加
 

    

- 14 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

 

     条
文
名
称
の
変
更
 

新
規

制
基

準
要

求
事

項
の

保
安

規
定

へ
の
反
映
 

  

- 15 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

 

     条
文
名
称
の
変
更
 

新
規

制
基

準
要

求
事

項
の

保
安

規
定

へ
の
反
映
 

  

- 16 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 
  

     新
規

制
基

準
要

求
事

項
の

保
安

規
定

へ
の
反
映
 

  

- 17 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 
 

     新
規

制
基

準
要

求
事

項
の

保
安

規
定

へ
の
反
映
 

  

- 18 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 
  

     新
規

制
基

準
要

求
事

項
の

保
安

規
定

へ
の
反
映
 

  

- 19 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

      

（
な
し
）
 

 

 
 

      新
規

制
基

準
要

求
事

項
の

保
安

規
定

へ
の
反
映
 

 

- 20 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 
 

      新
規

制
基

準
要

求
事

項
の

保
安

規
定

へ
の
反
映
 

  

- 21 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

                              新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
用

の
明

確
化
 

 

- 22 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 
 
（
以
下

，
省
略

）
 

 

 

 
 

（
以
下

，
省
略

）
 

 

                                        注
釈
番
号
の
変
更
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

 注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 23 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
  

 
   

 
 
（
以
下

，
省
略

）
 

 

 

 
 

（
以
下

，
省
略

）
 

 

                     重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

サ
ー

ベ
ラ

ン
ス
の
追
加
 

             重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

  重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

      注
釈
番
号
の
変
更
 

    注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 24 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

      （
変
更
な
し
）
 

   

- 25 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

   注
釈
番
号
の
変
更
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

  重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

                          注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 26 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

  注
釈
番
号
の
変
更
 

                注
釈
番
号
の
変
更
 

                  注
釈
番
号
の
変
更
 

          注
釈
番
号
の
変
更
 

     

- 27 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

  注
釈
番
号
の
変
更
 

               注
釈
番
号
の
変
更
 

                 注
釈
番
号
の
変
更
 

     

- 28 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

  注
釈
番
号
の
変
更
 

             注
釈
番
号
の
変
更
 

                注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 29 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

                   注
釈
番
号
の
変
更
 

                   注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 30 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

  注
釈
番
号
の
変
更
 

                     注
釈
番
号
の
変
更
 

              

- 31 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

  注
釈
番
号
の
変
更
 

                注
釈
番
号
の
変
更
 

                   注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 32 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

                   注
釈
番
号
の
変
更
 

                   注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 33 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

                   注
釈
番
号
の
変
更
 

                   注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 34 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

                    注
釈
番
号
の
変
更
 

     

- 35 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

                    注
釈
番
号
の
変
更
 

       

- 36 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

                    注
釈
番
号
の
変
更
 

     

- 37 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

                   注
釈
番
号
の
変
更
 

                    注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 38 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

                   注
釈
番
号
の
変
更
 

                   注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 39 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

  注
釈
番
号
の
変
更
 

                      注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 40 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

  注
釈
番
号
の
変
更
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

  重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

   重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

                                     注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 41 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

                         注
釈
番
号
の
変
更
 

      

- 42 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

  注
釈
番
号
の
変
更
 

               注
釈
番
号
の
変
更
 

             注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 43 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

  注
釈
番
号
の
変
更
 

 変
更
箇
所
表
示
部
：
設
置
許
可
基
準
の

改
正
に
伴
う
機
能
項
目
の
追
加
 

         設
置

許
可

基
準

の
改

正
に

伴
う

適
用

モ
ー
ド
の
追
加
 

                    注
釈
番
号
の
変
更
 

   

注
）
下
線
及
び

変
更
箇
所

表
示
部

は
改
正
事
項
に

含
ま
な
い

。
 

- 44 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

   注
釈
番
号
の
変
更
 

                 注
釈
番
号
の
変
更
 

                  注
釈
番
号
の
変
更
 

   注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 45 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 

 
 

                           重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

  重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

     

- 46 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 

 
 

                        重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

    

- 47 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
  

 

 

 
 

                            重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

  注
釈
番
号
の
変
更
 

       注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 48 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

  

 

 
 

                            重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

        注
釈
番
号
の
変
更
 

             注
釈
番
号
の
変
更
 

  

- 49 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

  
 

 

 

 
 

                           重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

      

- 50 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
  

 

 

 
 

                    重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

     

- 51 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 

 
 

                        重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

         注
釈
番
号
の
変
更
 

              注
釈
番
号
の
変
更
 

  

- 52 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 
（
以
下

，
省
略

）
 

 

 

 
 

（
以
下

，
省
略

）
 

 

                                                 新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
用

の
明

確
化
 

   

- 53 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
    

 
 
（
以
下

，
省
略

）
 

 

 

 
 

（
以
下

，
省
略

）
 

                                  重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

     

- 54 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
    

 
 
（
以
下

，
省
略

）
 

 

 

 
 

（
以
下

，
省
略

）
 

 

                                            注
釈
番
号
の
変
更
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

 

- 55 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
    

 

 

 
 

                       重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

  重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 注
釈
番
号
の
変
更
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

        

- 56 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
   

 

 

 
 

                              重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

      

- 57 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
  

 

 

 
 

                      重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

  

- 58 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
  

 

 
  

                         記
載
の
適
正
化
 

   

- 59 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 
（
以
下

，
省
略

）
 

 

 

 
 

（
以
下

，
省
略

）
 

                記
載
の
適
正
化
 

   記
載
の
適
正
化
 

  

- 60 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
  

 

 

 
 

             記
載
の
適
正
化
 

   記
載
の
適
正
化
 

           記
載
の
適
正
化
 

          注
釈
番
号
の
変
更
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

  重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 注
釈
番
号
の
変
更
 

     

- 61 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

         記
載
の
適
正
化
 

    

- 62 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

                                   重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

   

- 63 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
  

 

 

 
 

                         重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

      

- 64 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

                     重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

      

- 65 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

                      重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

    

- 66 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 
（
以
下

，
省
略

）
 

 

 
 

（
以
下

，
省
略

）
 

                                                注
釈
番
号
の
変
更
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

     

- 67 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                    重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

     

- 68 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
   

 
 

 

 
 

                               重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

       注
釈
番
号
の
変
更
 

      注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 69 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
  

 
 

 

 
 

                             重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

       注
釈
番
号
の
変
更
 

      注
釈
番
号
の
変
更
 

  

- 70 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

    

（
な
し
）
 

 

 

 

      津
波

対
策

設
備

の
設

置
に

伴
い

運
転

上
の
制
限
等
を
追
加
 

         

- 71 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

    

（
な
し
）
 

  

 

 
 

       新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限

対
象

機
器

の
見

直
し

に
よ

る
追

加
 

       

- 72 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
   

 
 

 

 
 

       条
番
号
の
変
更
 

表
番
号
の
変
更
 

     表
番
号
の
変
更
 

          表
番
号
の
変
更
 

       表
番
号
の
変
更
 

  重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

  表
番
号
の
変
更
 

   

- 73 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

 
 

      表
番
号
の
変
更
 

             注
釈
番
号
の
変
更
 

   注
釈
番
号
の
変
更
 

    

- 74 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

       条
番
号
及
び
表
番
号
の
変
更
 

      表
番
号
の
変
更
 

               表
番
号
の
変
更
 

     表
番
号
の
変
更
 

     表
番
号
の
変
更
 

     

- 75 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

      表
番
号
の
変
更
 

     

- 76 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

       条
番
号
及
び
表
番
号
の
変
更
 

             表
番
号
の
変
更
 

      表
番
号
の
変
更
 

      

- 77 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

     表
番
号
の
変
更
 

        

- 78 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

     

（
削

除
）

 

  

      適
用
モ
ー
ド
の
統
合
に
伴
う
変
更
（
削

除
）
 

      

- 79 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

     

（
削

除
）

 

 

      適
用
モ
ー
ド
の
統
合
に
伴
う
変
更
（
削

除
）
 

       

- 80 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

     

（
削

除
）

 

 

       適
用
モ
ー
ド
の
統
合
に
伴
う
変
更
（
削

除
）
 

        

- 81 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 
 

      新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

変
更

前
条

文
第
27
0条

及
び
第
27
1条

の
統
合
 

       

- 82 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

   

 

 
 

       新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

変
更

前
条

文
第
27
0条

及
び
第
27
1条

の
統
合
 

          

- 83 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                     注
釈
番
号
の
変
更
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

  重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

     

- 84 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

         注
釈
番
号
の
変
更
 

          記
載
の
適
正
化
 

         注
釈
番
号
の
変
更
 

  

- 85 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

                             注
釈
番
号
の
変
更
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

 注
釈
番
号
の
変
更
 

 注
釈
番
号
の
変
更
 

      

- 86 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
  

 

         注
釈
番
号
の
変
更
 

 注
釈
番
号
の
変
更
 

          注
釈
番
号
の
変
更
 

  注
釈
番
号
の
変
更
 

    

- 87 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

             重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

に
伴

う
変
更
 

       重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 注
釈
番
号
の
変
更
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 注
釈
番
号
の
変
更
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

   項
目

は
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
設

置
に
伴
う
変
更
 

制
限

値
は

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

変
更
 

    重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

に
伴

う
変
更
 

      注
釈

番
号

の
変

更
及

び
重

大
事

故
等

対
処
設
備
の
設
置
に
伴
う
変
更
 

   

- 88 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
   

 
 

 

 
 

       重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

に
伴

う
変
更
 

               重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

に
伴

う
変
更
及
び
運
用
の
明
確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 注
釈
番
号
の
変
更
 

      重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

に
伴

う
変
更
 

    重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

に
伴

う
変
更
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
  

 
 

 

 
   

 

       重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

に
伴

う
変
更
 

               重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

に
伴

う
変
更
及
び
運
用
の
明
確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

     注
釈
番
号
の
変
更
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
置

に
伴

う
変
更
 

       注
釈
番
号
の
変
更
 

 

- 90 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 
  

 

 

 
 

      条
文
名
称
の
変
更
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

適
用

期
間

の
変
更
 

    新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

適
用

期
間

の
変
更
 

      適
用

期
間

変
更

に
伴

う
運

用
の

明
確

化
 

適
用

期
間

変
更

に
伴

う
運

用
の

明
確

化
 

   注
釈
番
号
の
変
更
 

    注
釈
番
号
の
変
更
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
  

 
     

 
   

 
    

 
 

 

 
 

      条
文
名
称
の
変
更
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

適
用

期
間

の
変
更
 

        新
規
制
基
準
を
踏
ま
え
た
変
更
 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
用

の
見

直
し
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
用

の
見

直
し
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
用

の
見

直
し
 

      注
釈
番
号
の
変
更
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
用

の
見

直
し
 

     記
載
の
適
正
化
（
主
語
の
追
加
）
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

 新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
用

の
見

直
し
 

  新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
用

の
見

直
し
 

  注
釈
番
号
の
変
更
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
用

の
見

直
し
 

- 92 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

      

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 93 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 

    新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 94 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 95 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 97 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

      

（
な
し
）
 

 

 

 
 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

      

（
な
し
）
 

 

 

 
 

      新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 99 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

      

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 100 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 101 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 102 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

      

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 103 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 104 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 105 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 106 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 107 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

         

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 108 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 109 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 110 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

      

（
な
し
）
 

 

 

 
 

      新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 111 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 112 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 113 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 114 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 115 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 116 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 117 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 118 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 119 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 120 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 121 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 122 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 123 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 124 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 125 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 126 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 127 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 128 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 

    新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 151 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 152 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

      

（
な
し
）
 

 

 

 
 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 153 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 154 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 155 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 156 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 157 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 158 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 159 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 160 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 161 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 162 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 163 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 164 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 165 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 
 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 166 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 167 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 
 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 168 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 
 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 169 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 
 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 170 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 
 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 171 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 
 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 172 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 173 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

      

（
な
し
）
 

 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 174 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

       

（
な
し
）
 

 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 175 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

       

（
な
し
）
 

 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 176 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

       

（
な
し
）
 

 

 

 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

 

- 177 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 
 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

 

- 178 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

（
な
し
）
 

 

 

 
 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 179 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 
 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 180 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 
 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 181 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 
 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

 

- 182 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

     

（
な
し
）
 

 

 
 

     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
転

上
の

制
限
に
関
す
る
条
文
を
追
加
 

  

- 183 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

       条
番
号
及
び
表
番
号
の
変
更
 

表
番
号
の
変
更
 

   表
番
号
の
変
更
 

  表
番
号
の
変
更
 

   表
番
号
の
変
更
 

   

- 184 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

      表
番
号
の
変
更
 

                     表
番
号
の
変
更
 

             表
番
号
の
変
更
 

  

- 185 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

       条
番
号
及
び
表
番
号
の
変
更
 

表
番
号
の
変
更
 

   表
番
号
の
変
更
 

   表
番
号
の
変
更
 

 表
番
号
の
変
更
 

   表
番
号
の
変
更
 

 

- 186 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

      表
番
号
の
変
更
 

                       表
番
号
の
変
更
 

  記
載
の
適
正
化
 

            表
番
号
の
変
更
 

  

- 187 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

       条
番
号
の
変
更
 

条
番
号
の
変
更
 

条
番
号
の
変
更
 

  条
番
号
の
変
更
 

   表
番
号
の
変
更
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

                  条
番
号
の
変
更
 

 条
番
号
の
変
更
 

条
番
号
の
変
更
 

   重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

  項
番
号
の
変
更
 

    項
番
号
の
変
更
 

 

- 188 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

    

  
 

  
 

 

                 項
番
号
の
変
更
 

        項
番
号
の
変
更
 

項
番
号
の
変
更
 

 項
番
号
の
変
更
 

    重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

表
番
号
の
変
更
 

              重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

  重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 

注
）
下
線

及
び
変
更

箇
所
表
示

部
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

- 189 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 

 
 

       条
番
号
の
変
更
 

 条
番
号
の
変
更
 

             表
番
号
の
変
更
 

                  重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
用

の
明

確
化
 

 

- 190 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

    

  
 
（
以
下
，
省
略
）
 

 

 
   

 
 
（
以
下
，
省
略
）
 

             表
番
号
の
変
更
 

  

- 191 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
  

 
  

 

 

 
 

       条
番
号
の
変
更
 

 表
番
号
の
変
更
 

       新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

計
画

的
な

点
検
・
保
守
運
用
の
明
確
化
 

条
番
号
及
び
項
番
号
の
変
更
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

計
画

的
な

点
検
・
保
守
運
用
の
明
確
化
 

項
番
号
の
変
更
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

計
画

的
な

点
検
・
保
守
運
用
の
明
確
化
 

項
番
号
の
変
更
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

計
画

的
な

点
検
・
保
守
運
用
の
明
確
化
 

項
番
号
の
変
更
 

   条
番
号
及
び
項
番
号
の
変
更
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

計
画

的
な

点
検
・
保
守
運
用
の
明
確
化
 

  項
番
号
の
変
更
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

計
画

的
な

点
検
・
保
守
運
用
の
明
確
化
 

 項
番
号
の
変
更
 

  項
番
号
の
変
更
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

計
画

的
な

点
検
・
保
守
運
用
の
明
確
化
 

 

- 192 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

（
な
し
）
 

 

 

 
 

  新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

計
画

的
な

点
検
・
保
守
運
用
の
明
確
化
 

 

- 193 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

（
な
し
）
 

 

 

 
 

  新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

計
画

的
な

点
検
・
保
守
運
用
の
明
確
化
 

 

- 194 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

       条
番
号
の
変
更
 

   

- 195 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

        条
番
号
の
変
更
 

                  条
番
号
の
変
更
 

         条
番
号
の
変
更
 

        条
番
号
の
変
更
 

  条
番
号
の
変
更
 

  

- 196 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 
 

 
 

 

 
 

       条
番
号
の
変
更
 

   条
番
号
の
変
更
 

 条
番
号
の
変
更
 

      新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

運
用

の
明

確
化
 

  条
番
号
の
変
更
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

    新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

確
認

事
項

の
追
加
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

確
認

事
項

の
追
加
 

項
番
号
の
変
更
 

項
番
号
の
変
更
 

項
番
号
の
変
更
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

確
認

事
項

の
追
加
 

  新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

確
認

事
項

の
追
加
 

     

- 198 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

                    新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

遵
守

事
項

の
追
加
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

遵
守

事
項

の
追
加
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

遵
守

事
項

の
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

                新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

遵
守

事
項

の
追
加
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

遵
守

事
項

の
追
加
 

         新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

遵
守

事
項

の
追
加
 

 新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

遵
守

事
項

の
追
加
 

項
番
号
の
変
更
 

項
番
号
の
変
更
 

項
番
号
の
変
更
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

遵
守

事
項

の
追
加
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

遵
守

事
項

の
追
加
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

遵
守

事
項

の
追
加
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

遵
守

事
項

の
追
加
 

  

- 200 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

                  新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

遵
守

事
項

の
追
加
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

遵
守

事
項

の
追
加
 

- 201 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

        添
付
番
号
の
変
更
 

      添
付
番
号
の
変
更
 

- 202 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

  

                                     添
付
番
号
の
変
更
 

             添
付
番
号
の
変
更
 

 

- 203 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

                                             新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

保
全

対
象

範
囲
の
追
加
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

保
全

対
象

範
囲
の
追
加
 

番
号
の
変
更
 

番
号
の
変
更
 

新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

保
全

対
象

範
囲
の
追
加
 

  

- 204 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 

 

    新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
全

重
要

度
に

関
す

る
事
項
を
追
加
 

記
載
の
適
正
化
 

 記
載
の
適
正
化
 

                   注
釈
番
号
の
変
更
 

          条
番
号
の
変
更
 

        注
釈
番
号
の
変
更
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

                           注
釈
番
号
の
変
更
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

            注
釈
番
号
の
変
更
 

 注
釈
番
号
の
変
更
 

    

- 206 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

                           注
釈
番
号
の
変
更
 

        注
釈
番
号
の
変
更
 

   

- 207 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

       常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

長
期

保
守
管
理
方
針
に
追
加
 

                   常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

用
語

の
定
義
を
追
加
 

  

- 208 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

  

         新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

防
災

体
制

図
の
追
加
 

 記
載
の
適
正
化
 

      新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

防
災

体
制

図
の
追
加
 

                                         記
載
の
適
正
化
 

 

注
）
下
線

及
び
変
更

箇
所
表
示

部
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

  

 

  

 
 

   （
変
更
な
し
）
 

  

- 210 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（

変
更
前

）
 

備
考
 

 
（

中
略

）
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

   

敦
賀

発
電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（

変
更
後

）
 

備
考
 

 
 

（
中

略
）

 

                                                     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

教
育

内
容

の
追
加
 

  新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

教
育

内
容

の
追
加
 

  新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

教
育

内
容

の
追
加
 

  

- 212 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（

変
更
前

）
 

備
考
 

 

     

- 213 -



敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

   

敦
賀

発
電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（

変
更
後

）
 

備
考
 

 

                     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

教
育

内
容

の
追
加
 

       新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

教
育

内
容

の
追
加
 

    新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

教
育

内
容

の
追
加
 

              新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

教
育

内
容

の
追
加
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

      記
載
の
適
正
化
 

                     協
力

企
業

従
業

員
の

重
大

事
故

等
発

生
時

及
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
備

え
た
保
安
教
育
の
実
施
確
認
を
追
加
 

           項
番

号
の

変
更

並
び

に
第

４
項

及
び

第
５
項
の
追
加
に
よ
る
変
更
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

                                                     新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

記
録

の
追

加
 

 記
録
の
番
号
の
変
更
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

      記
録
の
番
号
の
変
更
（
以
下
，
同
じ
）
 

                              注
釈
番
号
の
変
更
 

 注
釈
番
号
の
変
更
 

   注
釈
番
号
の
変
更
 

   注
釈
番
号
の
変
更
 

       注
釈
番
号
の
変
更
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

      記
録
の
番
号
の
変
更
（
以
下
，
同
じ
）
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

  注
釈
番
号
の
変
更
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

       注
釈
番
号
の
変
更
 

      再
結

合
装

置
内

の
温

度
を

記
録

す
る

期
間
を
追
加
 

 注
釈
番
号
の
変
更
 

  注
釈
番
号
の
変
更
 

注
釈
番
号
の
変
更
 

  注
釈
番
号
の
変
更
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

      注
釈
番
号
の
変
更
 

                               新
規

制
基

準
を

踏
ま

え
た

社
内

規
程

の
追
加
 

記
録
の
番
号
の
変
更
（
以
下
，
同
じ
）
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
（

以
下
，

省
略
）
 

 
（

以
下
，

省
略
）
 

                                                     注
釈
番
号
の
変
更
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
 

 
 

          条
番
号
の
変
更
 

       条
番
号
の
変
更
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敦
賀

発
電

所
原
子

炉
施
設

保
安

規
定
変

更
前

後
比
較

表
（

第
２
編

２
号

炉
及
び

添
付
（

第
２

編
２
号

炉
）
）

 

注
）

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

  

敦
賀

発
電
所

原
子

炉
施
設

保
安

規
定
（

変
更
前

）
 

敦
賀
発

電
所

原
子
炉

施
設

保
安
規

定
（
変

更
後

）
 

備
考
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